
１．施設の名称等

２．施設の概要

３．指定管理者の概要

平成　２７ 年４月１日 平成　３２ 年３月３１日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況

　　　　実　　　　績

ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ

③

②

達成率b/a
目標値

研修室、スキルトレーニングルーム、図書スペース、看護職員の無料職業紹介所（厚生労働省認可）あ
り

（実績）
平成25年度 平成27年度 平成28年度

平成28年度

設置年月日
長崎県看護キャリア支援センター条例　（　平成26年　7月18日　）
平成27年　4月　1日

主な利用者：看護職員、看護学生
開館日・時間：月～土曜日　10時～18時　休館日：日曜祝日、年末年始

事 業 所 管 福祉保健部 医療人材対策室施　設　名　称 長崎県看護キャリア支援センター

所　在　地 佐世保市平瀬町3-1 太田勝也

総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策
事 業 群

６
（３）

課（室）長名

（実績）
平成26年度
（実績）

52,776県
　
予
　
算

国　　庫
（実績）

業　　務

事業費＜Ａ＞
管理運営負担金

財
源

合計＜Ｃ＝Ａ＋Ｂ＞
734

150
52,776

7,342
117

59,338

指定管理者
の名称等

≪代表者氏名≫

60,252
913

～

718

事業計画・実績を基に算出 ②就業相談等件数について、平成28年度の実績を
基に修正

導入済 選定方法

研修受講者数

就業相談等件数

<２９年度実施における変更点＞

利用料金制

①
（目標値の根拠）

0

（説明）「センター利用100人あたりの費用」＝Ｃ÷（センター利用者数　単位:100人）

①施設の利用の許可　②施設（設備）の維持管理・修繕　③研修プログラムの企画・運営　④広報及び看護
職員キャリアアップ支援のための相談業務　⑤その他設置目的達成のために必要な業務

≪所在地≫
≪名  称≫

会長　副島都志子
指定期間

52,9100

0
52,760

117

0

○研修・相談：原則無料（研修受講料は一部徴収）
○貸館事業:研修室Ａ（午前1,400円、午後3,500円）、研修室Ｂ及びＣ（午前600円、午後1,500円）、
研修室Ａ+Ｂ（午前2,000円、午後5,000円）、演習室（午前400円、午後1,000円）

なし

150

0

0

288
7,275
60,339

52,893

目標値

②

③

①
％

実績値

（実績）単位

2,000

平成27年度平成26年度
（実績）

80 95
3,216 3,826

平成25年度

2,000

218
3,284

4,000 4,000
（実績）（実績）

％
4,362

164

成
果
指
標
の
達
成
状
況

％

その他（地域医療介護総合確保基金）

一般財源

その他（　事務費　）
人件費＜Ｂ＞

52,760

6,445

内
訳

平成29年度
（計画）

0

53,064
53,064
52,776

事業評価調書〔途中評価〕（平成２９年度）
〔指定管理者制度導入施設〕〔Ａ調書〕

平成29年度
（計画）

単位あたりコスト

諫早市永昌町23-6
公益社団法人　長崎県看護協会

区　　　分
（単位：千円）

①

4,000

4,400

達成率b/a

実績値
達成率b/a
目標値
実績値

施設の利用
料金体系

類似施設の
設置状況

産業を支える人材を育て、活かす
医療・介護・福祉人材の育成・確保
医療人材の育成・確保

利用対象者等

看護職員の離職防止、就業の支援等に資する研修の実施、情報の提供等を通じて、県内における質の高
い看護職員の安定的な確保を図る

設置法令等

設置目的

施設内容



※この収支は指定管理者が行う管理運営にかかるものであり、この他に県が直接負担したものとしては、
「２　施設の概要」の「県予算」の「その他」がある。

５．平成２８年度事業の実施状況・実績の検証

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

計a

-16

指定管理者
の収支状況 実績－計画

事業計画（H 28 ）

974
（実績） （実績） （実績） （実績）

-284

46
53,691 53,616
154 166

52,776 52,760
761 690

支出b
うち人件費

-254
0-254 0

収
入

利用料金
県負担金
その他

-215 25,412 25,987
53,691 53,616

収支a-b
常勤
非常勤

常勤
0 0 0

配置職員数 常勤
非常勤 非常勤2 非常勤2

0 0

（人）
常勤7 常勤7

非常勤

管
理
運
営
の
状
況

○当センターは看護職員の安定的な確保を目的に平成27年度開所。指定管理者と県で協議しながら計画に沿った事業
を実施できた。
○離職率が高くなっている階層（新人職員）や施設等の看護職員、看護学生指導等院内の指導者的立場の職員など、
対象者のキャリアの段階に応じた研修を企画、実施できた。
○受講者アンケート、聞き取りによりニーズ把握に努め、事業に反映させた。
○復職支援研修は、講義に加え医療機関での実習または技術演習の組合せによる実践的な内容を実施し、未就業者の
66.7%が就業につながり、平成27年度より向上した。就業につながらなかった受講者については研修終了後、就業相談
で継続して支援を行っている。
○また、ハローワークや施設等積極的に出向いて相談を受け、知識技術に不安のある方へは研修事業を勧めるなど、
丁寧な対応を行った。
○開所してまだ浅い当センターを医療機関や未就業者に活用してもらうため、新聞や広報誌による広報を強化すると
ともに、ホームページから研修申し込みができるよう改修した結果、利用者は増加した。
○その結果、利用者数の目標は概ね達成した。

計　　　　画 実　　　　績
＜指定管理者実施分＞
　①看護キャリア支援センター内外における各種研修
　　プログラムの企画・運営
　・復職支援研修
　・福祉施設看護職員研修
　・院内教育体制の整備・充実のための研修
　・看護学生と看護職者との共同研修　等
　②広報及び看護職員のキャリアアップを支援するため
　　の相談業務
　・リーフレット・ホームページ等による広報
　・無料職業紹介所での就業相談
　③施設の利用の許可
　④施設（設備）の維持管理・修繕
　⑤その他設置目的達成のために必要な業務

＜県実施分＞
　①長崎県看護キャリア支援センター事業等検討会の
　　開催
　・事業計画等に関する協議

＜指定管理者実施分＞
　①看護キャリア支援センター内外における各種研修プロ
　　グラムの企画・運営
  ・復職支援研修（61回　受講者延305人）
　・福祉施設看護職員研修（18回　受講者延475人）
　・院内教育体制の整備・充実のための研修
　　（92回　受講者延2,785人）
　　　新人看護職員研修、実習指導者講習会、多様な勤務
　　　形態導入促進研修、離島就業看護職員研修等
　・看護学生と看護職者との共同研修　等
　　（10回　受講者延260人）
　　　学生との交流会、実習指導者交流会、模擬患者育成
　　　研修等
　②広報及び看護職員のキャリアアップを支援するための
　　相談業務
　・リーフレット・ホームページ等による広報
　　　関係機関へリーフレット配布、ホームページ・
　　　新聞・広報誌等の活用
　・無料職業紹介所での就業相談、ハローワークでの出張
　　相談、施設訪問等（延べ2,551件）
　③施設の利用の許可
　・研修事業に支障のない範囲で利用を許可
　④施設（設備）の維持管理・修繕
　・建物共有者である佐世保市立看護専門学校と維持管理
　　等に関する覚書をかわし、各種点検等実施
　⑤その他設置目的達成のために必要な業務
　・研修終了後受講者及び施設代表者へのアンケート、
　　現地へ出向いての聞き取り等により受講ニーズ把握

＜県実施分＞
　①長崎県看護キャリア支援センター事業等検討会
　・平成28年度事業実績及び平成29年度事業計画の検討

検　　　　証

平成29年度

非常勤1

52,776
120

53,870
53,870
26,541

（計画）
974

0
常勤7常勤7

非常勤2

（千円）

120
53,870
53,870
26,202

52,776

0



（単位：千円）

長崎県看護キャリア支援センター事業等検討会　報償費、旅費等　150千円

（説明）

６．平成２９年度事業の実施にあたり見直した内容

７．平成２９年度事業の評価

・住民の公平かつ平等な利用の確保が行
われているか。

○当センターは平成27年4月に開所。協定書、計画に沿った管理運営を行った結果、多くの看護職員等が利用した。
○離職率が高くなっている階層（新人職員）や施設等の看護職員、看護学生指導等院内の指導者的立場の職員など、対象
者のキャリアの段階に応じた研修を企画、実施し、受講者アンケート、聞き取りによりニーズ把握に努め、事業に反映さ
せている。
○広報活動の充実、及び県内各地での研修・相談事業の開催、研修事業、相談事業との組み合わせ等により、丁寧で効果
的な事業展開となっており、利用者数の目標は概ね達成した。

利用対象者は設置目的から看護職員・看護学生に限定されるが、
研修事業は当センターだけではなく、長崎市や諫早市、離島部で
も実施している。

・施設の設置目的にあった管理運営が行
われているか。

内　　　　容

26,202 25,987

うちその他

うち人件費

120 166
53,870 53,616

52,776 52,760

主な項目 計画

うち県負担金

＜指定管理者実施分＞

974 690
収入ａ

実績 増減理由・収支改善の取り組み等
53,870 53,616

収支計画・実績

収支a-b 0

うち利用料金

＜県実施分＞

実績減収
支
の
状
況

○概ね計画通り、積極的に事業を実施することができた。

支出ｂ

貸館事業の収入減
実績減

0

検　　　　証

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価 Ａ

看護職員の離職防止、就業支援のためのさまざまな研修・相談事
業がなされている。

○研修事業の内容等について
　受講者等のニーズを踏まえ、研修事業を見直した。
（復職支援研修の『講義』と『演習』の一体化・対象者の拡大：訪問看護師、新人研修の内容充実：日数増、新規事業の
実施：准看護師スキルアップ研修・看護師スキルアップ研修・平成28年度までに研修で育成した人材による医療機関等の
支援事業）
○貸館事業について
　新聞、広報誌等での当センターPRの際、貸館事業についても周知を行った。

視点 評価 判定理由

指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

ａ

ａ

（その他の観点）　　　　※評価区分（ａ：行われている　　ｂ：一部行われていない　　ｃ：行われていない）

・利用者に質の高いサービスの提供が行
われているか。

・施設・設備の維持管理は適切に行われ
ているか。

・経費節減に向けた取り組みが行われて
いるか。

・収入の確保に向けた取り組みが行われ
ているか。

研修終了後は受講者へアンケートを実施し、その結果を事業へ反
映させている。

建物共有者である佐世保市立看護専門学校との覚書に従い、適切
に実施されている。

ａ

ａ

ｂ

貸館事業についてホームページ等で周知済み。看護職員の安定的
確保が目的であるため、研修事業に支障のない範囲で利用を許可
しているが、収入見込みには達していないため、リーフレットや
広報誌等活用し機会を捉えた貸館事業の周知を強化する必要があ
る。
節電・節水やコピー用紙節減等実践している。

ａ



■

■

■

■

■

■

■

８．平成３０年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止

（上段に加え、成果指標達成状況が「未達成」であるのに現状維持の場合はその理由を以下に記載）

区　　分

（説明：30年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）
　平成28年度以降、新聞等による広報を強化したほか、ホームページから研修申込みができるよう改修を行った結果、利
用者は増加している。平成29年度は研修対象者の拡大や研修内容の充実等、受講者等のニーズや県の施策の課題を踏ま
え、時代に対応した研修事業へと見直しを行っている。
　今後も関係機関との連携により、ニーズに沿った効果的な研修・相談事業となるよう必要に応じた見直しを行うととも
に、当センター及び事業の周知に努め、より多くの看護職員等に当センターを活用してもらうことで、看護の質の向上、
離職防止へつなげる。

視点 評価

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

理由

c.適当（可能）である

平成27年度からの実施であり、研修会終了後ア
ンケート結果で受講者の理解度、満足度は高
い。

a.適応している 看護職員需給見通しと実際の看護職員数を比較
すると平成26年で約1,000人の不足であり、看護
職員の確保のため必要な施設である。

b.一部適応していない
c.適応していない

a.薄れていない
b.一部薄れている
c.薄れている

必
要
性

a.得られている

a.適当（可能）でない

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。 b.一部得られている

さまざまな研修・相談事業を少人数で効率的に
実施され、多くの方の利用へつながっている。

c.得られていない効
率
性
・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.代えられない 指定管理者制度以外で今以上に効率的に活動結
果が得られる手法はない。

b.一部代えられない

c.代えられる

（その他の観点）

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

a.余地はない 今後も事業検討を重ね、受講者等のニーズや県
の施策の課題を踏まえ、時代に対応したより効
果的な研修・相談事業の実施へつなげることが
必要である。

有
効
性

b.一部余地がある

c.なっていない

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

平成27年度からの実施であり、公益性、質の担
保という点から市町または民間による事業展開
は困難である。

b.一部適当（可能）でない

c.余地がある

a.なっている

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

看護職員の離職防止、就業支援のためのさまざ
まな研修・相談事業がなされ、県内の多くの看
護職員が利用している。

b.一部なっていない


